
～地域の交通事故状況と安全運転のアドバイスをお知らせします～ 

 

 

 
① 令和 4 年(1/1～4/30)の人身事故                 ②令和 4 年の物件事故 

区分 発生件数 前年比 死者数 前年比 傷者数 前年比  1/1~4/30 前年比 

十日町 

管内 
14 -5 0 -1 15 -9 

 

341 -1 

新潟県内 
884 -36 11 -1 1046 +16 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

 

 

 

５月は自転車月間です 

 5月は天候が良く、気持ちのいい季節です。同時に、 

二輪車や自転車の事故が増加する時期でもあります。 

 ～自転車安全利用 五則～ 

① 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

② 車道は左側を通行 

③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

④ 安全ルールを守る。 

飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯 

交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

⑤ 子供はヘルメットを着用 

自転車の死亡事故では、死因の半数を頭部損傷が 

占めています。大人も積極的にヘルメットを着用しましょう。 

 

公益財団法人 

十日町地区交通安全協会 
〒948-0051 十日町市寿町 1-1-2 

☎025-757-6055 

 

十日町署交通課長のお願い   行楽期の交通事故多発に注意！！ 

これからの時期は、大地の芸術祭を始め、各種イベントが開催されて人や車の動きが活発になり 

交通事故の多発が懸念されます。 

車のドライバーの皆様はスピードを控えて法令を遵守した運転に努めるとともに、特に横断歩行の

『渡るよサイン』を見逃さず、横断歩道を横断する歩行者の保護をお願いします。 

歩行者の皆様は横断歩道横断時の『渡るよサイン』により、自分が道路を横断する意思をドライバー

にしっかり伝えて、交通事故に遭わないようにしましょう。 

「渡るよサイン」とは？ 歩行者がドライバーに横 

断の意思を伝える動作の事です。信号機の無い場所で 

運転者に対し、横断の意思を明確に伝えましょう。 

◇◆自転車の安全利用の条例制定◆◇ 

10 月 1 日から自転車損害賠償責任保険等の 

加入が義務化されます。この条例の詳細は 

新潟県のホームページでご確認ください。 

 

農耕車の交通事故が 

多発しています！！ 

 

雪解けが進み、春の農繁期が到来です。 
農耕車を運転する人は周囲を確認し、 
操作ミスなどで転落・横転することの 
ないように安全運転を心がけましょう。 
 
ドライバーの皆さんも、朝の通勤や 
夕暮れの走行時に、接触・衝突すること 
のないように十分に気をつけて下さい。 
 

～新潟県内の交通事故多発時間帯～ 

   5 月の死亡事故  22 時台 

   全事故のピーク  17 時台 

        めざそう！死亡事故ゼロ！ 

 


